
 

 

  

 

 

 

 

 

 

    登録は下記のいずれか でお願いします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物の所在地によって届出する管轄署が異なりますのでご注意ください。 

管轄消防署の確認はこちらから 

                          ↓ 

URL:https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/yoboka/shinseishodownload/4656.html 

 

それに伴い電子申請の URLが下記のとおりに変更となり、 

令和６年９月 17日０：００から公開されます。 

金沢市電子申請が変わります。 

                 

金沢市電子申請サービス URL 

       https://ttzk.graffer.jp/city-kanazawa 

 

              

 

          

金沢市電子申請 URL 変更のご案内 
 

令和６年９月１７日から 

※現在の電子申請受付は令和６年９月１６日までとなり、過去のデータは引き継がれません。 

令和６年１０月１日以降見ることができなくなりますので、必要に応じて保存しておいてください。 

https://ttzk.graffer.jp/city-kanazawa


 

 

 

 

 

Q   切替前のシステムに登録した利用者登録は、新しいシステムに引継ぎされますか？ 

A   引継ぎはされません。新しいシステムで新たに登録をしてください 

     また、切替前のシステムで申請された届出情報も 10 月以降閲覧できなくなるので、9 月中に必要な

画面を印刷して保管してください。 

 

   切替後のシステムに申請時に添付できるファイル容量は？ 

    ひとつのファイルを 10MB 以内とし、その容量を超える場合はファイルを分割して申請してくださ

い。分割しても申請できない容量の場合は各届出の問い合わせ先に連絡してください。 

 

     

   .届出が申請された際にメールが届きます。そのメールに記載された URL から処理状況が確認でき、 

.届出が処理された時点でもう一度メールが届きます。 

 

   届出が受理された場合は、メールが届くのでしょうか？ 

 

  .建物の所在地を管轄する消防署を選択し、申請してください。管轄がわからない場合は、 

.表面下のリンク先を参照する若しくは消防署にお問い合わせください。 

 

 

 

 

      切替後のシステムに申請時に添付できるファイル容量は？ 

    切替前のシステムに登録した利用者登録は、新しいシステムに引継ぎされますか？ 

Q＆Ａ 

 Q 

 A 

 Q 

      届出が受理された場合は、メールが届くのでしょうか？  Q 

 A 

 A 

 A 

届出の申請入口が【中央消防署】、【駅西消防署】、【金石消防署】にわかれていますが、 

 

 Q 

どれを選択すればよろしいか？ 

問い合わせ先       TEL        FAX        MAIL 

金沢市消防局予防課    076-280-2065    076-280-0020    syoubou_y@city.kanazawa.lg.jp 

中央消防署予防係     076-280-5041    076-280-5043    chuou_y@city.kanazawa.lg.jp 

駅西消防署予防係     076-280-6094    076-280-6095    ekinishi_y@city.kanazawa.lg.jp 

金石消防署予防係     076-280-7037    076-280-7039    kanaiwa_y@city.kanazawa.lg.jp 

 


